韓国市場事業委託仕様書

１　事業名
　　韓国市場における個人旅行者向け周遊商品造成委託事業
　　
２　事業の趣旨（目的）
[bookmark: _Hlk86152940]山口県・大分県・北九州市の３自治体（以下「地域」という。）が協働し、韓国からの個人旅行（FIT）の各地域内及び地域間における周遊促進を図る。

３　委託期間
契約締結の日から令和８年３月３１日（火）まで

４　業務内容
（1） ３地域周遊旅行商品の造成・販売・プロモーション
① ３地域を周遊する旅行商品を造成し、令和８年３月31日(火)まで販売すること
　　なお、周遊コース設定にあたっては、昨年度、本事業で作成した２つのモデルコース（別紙参照）を参考に２商品以上造成すること。なお、必要に応じてモデルコースの追加・アレンジすることができるが、その場合は各地域１泊以上を条件とする
② 販売チャネル（旅行会社、ＯＴＡ等）は問わないが、3社以上で販売すること。また、販売チャネルの訪日送客実績を明示すること
③ 商品構成は、航空券又は乗船券、レンタカー、宿泊、観光・体験・食事施設等とすること
④ 商品販売のインセンティブを付与する場合は事業費内に含まれるものとする
⑤ 商品販売プロモーションを提案し、その内容を実施すること

（2） その他
① 令和８年３月１３日(金)までの送客見込人数をＫＰＩとして設定すること
② 今年度事業終了後に効果分析を含めた実績報告書を提出すること
【実績報告書記載の送客人数（予約を含む）は、令和８年３月１３日(金)までの数値とする】
      ③ 令和８年３月３１日(火)までの販売実績については、判明次第報告すること

５　企画提案にあたっての注意点　
　　　見積には事業の実施に必要なすべての経費（運営費、人件費、消耗品費、通信運搬費等）を含むものとし、業務とは直接関係ない経費（会合や飲食費等）は対象外とする

６　スケジュール
· １２月　５日（金） 募集開始
· １２月１１日（木） 公募内容に関する質問の受付期限 (回答：１２月１５日（月）)
· １２月１７日（水） 企画提案参加意向確認書の受付期限
· １２月２２日（月） 企画提案書提出期限
· １２月２４日（水） オンライン審査会（プレゼンテーション）
· １２月２５日（木） 受託者決定通知
· 　１月　５日（月） 業務委託開始

７　成果物の著作権等
（1） 本業務により得られた成果物の著作権、所有権、利用権は、原則として委託者に帰属すること。事前連絡なく加工及び二次利用できるものとすること
ただし、委託者に帰属することができない適当な理由がある場合で、事前に承諾を得たときはこの限りではない
（2） 成果物は、第三者の知的財産権を侵害していないことを保証すること

８　実施体制
（1） 専任の担当者を配置し、打合会等に担当者等を出席させること。また、電話、メール等にて迅速かつ確実な連絡体制をとること
（2） 企画提案等の内容は、委託者と受託候補者との協議により調整を行ったのち、契約を締結すること

９　その他の条件
（1） 契約締結後、本業務の執行計画を明確かつ詳細に作成・提示すること
（2） 本仕様に定めのない項目については、委託者と受託者の協議の上決定すること



